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振込規定 変更内容 

  

１．振込金の入金に関する規定の変更 

  既存の振込規定「4．（振込通知の発信）」を以下のとおり変更します。 

 

【変更内容】（下線部が変更箇所） 

変更前 変更後 

４．（振込通知の発信） 

（１）振込契約が成立したときは、当行は、依

頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あ

てに次により振込通知を発信します。 

  ① 電信扱いの場合には、依頼日当日に振

込通知を発信します。ただし、窓口営業

時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむ

をえない事由がある場合には、依頼日の

翌営業日に振込通知を発信することがあ

ります。 

  ② 文書扱いの場合には、依頼日以後３営

業日以内に振込通知を発信します。 

（２）窓口営業時間終了後および銀行休業日に

振込機による振込の依頼を受付けた場合に

は、前項の規定にかかわらず、依頼日の翌

営業日に振込通知を発信します。 

 

４．（振込通知の発信） 

（１）（同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）窓口営業時間終了後および銀行休業日に

振込機による振込の依頼を受付けた場合に

は、依頼日の当日に振込通知を発信します。

ただし、振込先の金融機関の状況等により、

依頼日の翌営業日に振込通知を発信するこ

ともあります。 

以 上  


